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建設キャリアアップシステム(CCUS)とは
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建設キャリアアップシステムの利用状況 （2022年8月末実績）
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就業履歴数

単月 累計
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技能者の登録数

単月 累計
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事業者の登録数

単月 累計

○ 技能者は約9７万人が登録済
（技能者の概ね３人に１人が利用する水準に。）

○事業者（一人親方除く）は約１３万社が登録済
（工事実績のある許可事業者の3分の１相当に。）

○ 一人親方は約６万者が登録済
（一人親方は、技能者の登録数に含まれる。）

○現場での利用数※は逓増傾向
（※就業履歴数。直近では月300万件超で推移。）

（単月、万人） （累計、万人）

（単月、万件） （累計、万件）（単月、万社）

（累計、万社）

約１３万事業者が登録

約9７万人が登録

約5,000万件を蓄積
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建設キャリアアップシステムの利用手順
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建設キャリアアップカードについて

➣ ➣

!
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技能者能力の適正評価について

経験年数 ★年

経験年数 ○年

経験年数 □年

○○技能講習

１級□□技能士

班⾧経験 □年

登録基幹技能者

職⾧経験 ★年
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評価対象職種の能力評価基準 の一例

呼 称 ① 鉄筋技能者 ② 型枠技能者 ③ 機械土工技能者 ④ 左官技能者

能力評価
実施団体 （公社）全国鉄筋工事業協会 （一社）日本型枠工事業協会 （一社）日本機械土工協会 （一社）日本左官業組合連合会

認定日 令和元年１０月８日 令和元年１０月８日 令和元年１０月８日 令和元年１０月２５日

レ
ベ
ル
４

就業日数 １０年（2150日） １０年（2150日） １０年（2150日） １０年（2150日）

保有資格

●登録鉄筋基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マス
ター）
●安全優良職⾧厚生労働大臣顕彰
●卓越した技能者（現代の名工）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録型枠施工基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マス
ター）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録機械土工基幹技能者
●１級建設機械施工技士
●１級土木施工管理技士
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マス
ター）

●登録左官基幹技能者
●１級建築施工管理技士
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マス
ター）
●安全優良職⾧厚生労働大臣顕彰
●卓越した技能者（現代の名工）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

就業日数
（職⾧）

職⾧として
３年（645日）

職⾧として
３年（645日）

職⾧として
３年（645日）

職⾧として
３年（645日）

レ
ベ
ル
３

就業日数 ７年（1505日） ７年（1505日） ７年（1505日） ５年（1075日）

保有資格

・１級鉄筋施工技能士（組立て、または施工
図）
・レベル２の基準に示す保有資格

・型枠施工１級技能士
・型枠支保工の組立て作業主任者技能講習
・足場の組立て等作業従事者特別教育又は足
場の組立て等作業主任者技能講習
・職⾧・安全衛生責任者教育又は職⾧教育
・レベル２の基準に示す保有資格

●車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及
び掘削用）運転業務従事者安全衛生教育
●ローラー運転業務従事者安全衛生教育
●青年優秀施工者土地・建設産業局⾧顕彰
（建設ジュニアマスター）

●１級左官技能士
●青年優秀施工者土地・建設産業局⾧顕彰
・レベル２の基準に示す保有資格

就業日数
（職⾧＋班⾧）

職⾧又は班⾧として
３年（645日）

職⾧又は班⾧として
１年（215日）

職⾧又は班⾧として
１年（215日）

職⾧又は班⾧として
１年（215日）

レ
ベ
ル
２

就業日数 ３年（645日） ３年（645日） ２年（430日） ３年（645日）

保有資格

・玉掛け技能講習 ・玉掛け技能講習
・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育

●車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及
び掘削用）運転技能講習
●ローラーの運転の業務に係る特別教育

●２級左官技能士
●研削といしの取替え等の業務特別教育及び足
場の組立て作業従事者特別教育

レベル１ 建設キャリアアップシステムに技能者登録され、かつ、レベル２から４までの判定を受けていない技能者
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専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度

基礎情報

建設業許可の有無 , 許可年数

財務状況等

取引先

団体加入の有無 等

（見える化ロゴマーク・バナー）

【見える化の項目と評価内容】

○ 評価結果を国交省ＨＰ等で公表
○ 評価内容の情報も希望があれば公表可能

※業種ごとに選択評価内容の追加も可能

【評価結果】

コンプライアンス

建設業法の法令遵守

労働基準関係法令違反の状況

社会保険加入状況

コンプライアンス確保の取組 等

施工能力

建設キャリアアップカード保有者数

レベル3以上の技能者数の割合

29歳以下の割合、平均勤続年数

保有する建設機械の台数 等

★～★★★★の4段階で評価

【見える化評価団体一覧】（令和４年4月現在）

① 【切断穿孔】
ダイヤモンド工事業協同組合

② 【機械土工】
（一社）日本機械土工協会

③ 【建築大工(工務店)】
全国建設労働組合総連合
（一社）JBN・全国工務店協会
（一社）全国住宅産業地域活性化協議会

④ 【とび・土工】
（一社）日本建設躯体工事業団体連合会

※ 専門工事業団体に働きかけ、
分野も企業も増加しています
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CCUSのメリット
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登録料・利用料について

※月ごとにまとめて元請の登
録責任者に請求されます
登録責任者は現場ごとの利
用状況等を閲覧できます

ＩＤ数 料 金
1あたり 11,400円 (950/月)
一人親方 2,400円 (200/月)

②管理者ＩＤ利用料(毎年)

就業履歴回数 料 金
１回 10 円

③現場利用料

※交付した月ごとでまとめて
登録責任者に請求されます

資本金 新規・更新
500万円未満 6,000円
500万円以上1,000万円未満 12,000円
1,000万円以上2,000万円未満 24,000円
2,000万円以上5,000万円未満 48,000円
5,000万円以上1億円未満 60,000円
1億円以上3億円未満 120,000円
3億円以上10億円未満 240,000円
10億円以上50億円未満 480,000円
50億円以上100億円未満 600,000円
100億円以上500億円未満 1,200,000円
500億円以上 2,400,000円

事業者登録料 管理者ID利用料 現場利用料

請求時期 申請後、運営主体より請求

事業者登録により自動作成
月末締め、翌月初旬に請求
書を発送
IDの追加手続をおこなうと、
請求書を作成・送付

月末締め、管理者ID利用料
とまとめて翌月初旬に請求書
を発送
ただし、一定額（1,500
円）に満たない場合、最大
6ヶ月間請求の繰り越し

支払期限 ※入金確認後、IDの通知 当初登録月の翌々月10日 履歴情報登録月の翌々月
10日

支払方法 コンビニ・銀行・クレジット払い
のいずれか 銀行振込 銀行振込

※一人親方の方は事業者登録料は無料です
※個人事業主の方の登録料は6,000円です

事業者の登録料・利用料（税込）

①事業者登録料（５年ごと）

※カードの有効期限は、いずれも10年

●簡略型登録料:2,500円
※インターネット申請のみ受付

●詳細型登録料:4,900円
※ネット申請・認定登録機関いずれも可

●詳細型への移行:2,400円
※簡略型との差額分

技能者の登録料（税込）

①2023年3月迄にインターネット申請
した60歳以上の方は、各登録料から
500円値引き

60歳以上の技能者の特例措置

※有効期間内にカードの紛失・破損等が
あった場合は1,000円で再発行します

②カードの有効期間は15年
（登録・更新時の年齢が60歳以上の方）

●簡略型登録料:2,000円
●詳細型登録料:4,400円
●詳細型への移行:2,400円
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CCUSホームページの登録画面と申請関係資料について

https://www.ccus.jp/


